
  
 

※４月入所（一次）の受付は、令和７年１２月１０日（水）で締め切りました。お申込み   
をされていない方は、４月入所（二次）のお申込みができます。 

 
■４月入所（二次）募集の申込締切日は令和８年２月２５日（水）、郵送・電子申請の場
合は２月１８日（水）です。（※郵送：消印有効、電子：午後１１時５９分まで） 
・２月４日までにお申込みをされた方には、一次利用調整の結果発表後（２月４日）に、４月入所   
（二次）の募集数一覧をお送りします。募集状況は２月５日以降、ホームページからも確認する  
ことができます。 

・お申込み後に、希望施設を変更する場合は、令和８年２月２５日（水）17時までに、希望認可保育
施設（希望園）変更届を子ども施設課入園係にご提出いただくか、電子申請（※事前登録が必要で
す。）をしてください。また、電子申請の利用可能期間は令和８年１月１日（木）～令和８年     
2月２５日（水）午後１１時５９分までです。※電話・FAXによる希望施設の追加・変更はできま

せん。 

・４月入所（二次）からは、希望施設数に制限はありません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

問合せ先 
墨田区福祉事務所 子ども施設課入園係 
〒130-8640 墨田区吾妻橋 1-23-20 
電話 03－5608－6152、6712（直通） 
※平日 8：30～17：00（第 1・３水曜日は 19：00まで） 

 

 

 

申 込 み 期 限 

希望施設変更期限 

 

定員に空きがある認可保育施設について二次利用調整を行いま

す。二次募集の申込締切日は、令和８年 2月２５日（水）です。

希望施設を変更する場合は、「希望認可保育施設（希望園）変更届」

を、お申込みを取り下げる場合は、「保育施設利用申込取下げ届」

を令和８年 2月２５日（水）までにご提出ください。 

 
利用調整 

 

令和７年 3月５日以降に、内定した方に電話でお知らせします。4月
（二次）からのお申込みの方で入所できなかった場合は、不承諾通知
書（入所保留通知）を送付します。 
※電話でのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。 

 内 定 し な か っ た 

場    合 

 

入所内定 

した場合 

 

申込書は令和８年 12月入所の利用調整まで有効です。その間に、 
希望する認可保育施設に空きが生じた場合、選考の対象となります。 

 
内定後、各認可保育施設で面接・健康診断を受けていただきます。面接・健康診断の日

程は、内定した認可保育施設から直接連絡があります。 

保育階層は、保護者の区民税の合計額等で決定します。令和７年度住民税の申告が未申

告の方は、速やかに申告をお済ませください。 

 

二次募集受付後のスケジュール 


